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議事概要 

【会議名】第２回 立川市学校給食共同調理場における食中毒再発防止対策検討委員会 

【日時】 

平成 29 年３月６日(月)午後７時～午後８時 30 分 

【場所】 

立川市役所２１０会議室 

【出席者】 [委員]  岡部直士・石田裕美・竹口甲三・伊佐間茂樹・早川和男 

【説明者】 [市関係] 教育長・教育部長・学校給食課長・学校給食課管理係長・学校給食

課給食係長・学校給食課管理係２名・学校給食課給食係１名 

[グリーンハウス] ５名 

【次第】 １ あいさつ（委員長） 

２ 議題 

（１）食材料の調達について 

（２）調理過程における加熱・非加熱について 

       （３）衛生管理について 

       （４）その他 

【概要】 

 １ あいさつ（委員長） 

 

 ２ 議題 

   （１）食材料の調達について 及び  

（２）調理過程における加熱・非加熱について 

      ①事務局より、食材料の選定に際し、安全性を確認するための各種書類の提出 

を納入事業者へ求めることの案を提示。 

      ②委員意見、質疑等 

       ア）サンプル調査となるが、食材料の「ノロウイルス非感染検査証明書」が 

必要と考える。 

       イ）食材料についての各種証明というよりは、食材料の製造・加工場におけ 

る衛生管理をどのように行っているか、従業員の検便や衛生教育をどの 

ように行っているかを確認する方が良いと考える。 

       ウ）『今回の食中毒は学校給食共同調理場（以下、「調理場」という。）で加熱 

調理をしない加工品が原因となった。この意味で、再発防止には「調理 

場では加熱調理しない食材料は使用しない」こととするのが良いのでは 

ないか？』という意見に対しては、『食教育という点からは、調理場で加 

熱調理しないものでも、安全であることの確認がとれれば、食材料とし 

て使用しても良いと考える。』という意見が示された。 

       エ）加熱調理したものでも、その後の工程に今回のような「加工」が入ると、

ノロウイルス等が混入する可能性がある。したがって、どのような工程 

で加工したかを確認する必要がある。 

       オ）『市として、調理場において加熱調理しないものは今後、使用しないつ 

もりか？』という質問に対して、事務局より『加熱殺菌後に機械充填す 

るものや充填後に加熱殺菌するものについては使用可としたい』意向を 

示した。また、果実のように加熱調理しない食材料については、 

塩素消毒した上で使用・提供したい旨の意向を示した。 

       カ）どの食材料は調理場で加熱調理するのか、各種証明での安全確認とする 

のか、塩素消毒とするかなどの整理をしてほしい。 
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     （３）衛生管理について 

      ①調理場における各種衛生管理について、前回の確認と今後に向けての改善点 

を確認した。 

      ②委員意見、質疑等 

       ア）グリーンハウスの衛生管理は、基本的には充分行われていると感じる。 

       イ）調理従事者のノロウイルス検査について、実施時期は見直す余地がある 

と考える。冬期休業明けに実施して３学期の給食を迎えるのが良い。 

       ウ）調理場において、日々の食材料や調理済み給食の微生物検査を行うべき 

と考える。万が一食中毒が発生した場合、どこに原因があったのか、な 

かったのかの証明となる。 

       エ）学校給食の特性からすると、惣菜をつくる工場とは異なるため、文科省 

が定めた基準で考え、工程管理に重点をおくことが大切と考える。 

       オ）調理室内でおう吐した調理従事者への対応としては、ノロウイルス等の 

飛散を防ぐために、一旦その場に留めることが必要であると考える。 

周辺の消毒等を実施した後に、室外へ移動させることにすべき。 

また、おう吐があった場合の対応について、シミュレーションしておく 

ことが必要である。 

       カ）前回の繰り返しになるが、調理従事者の用便後、ノロウイルスの飛散防 

止のため、流す際は蓋をしてから流すということを、徹底してもらいた 

い。また、『牡蠣など二枚貝は生食しない』ということも同様である。 

 

     （４）その他      

      ◎委員意見、質疑等 

       ア）食中毒が発生した場合、『二次感染を防ぐために学校を休校するかどうか 

について、市はどのように考えているか？』という質問に対して、事務 

局より『ノロウイルスの場合、学校保健安全法施行規則においてはイン 

フルエンザと同列の扱いではないため、関係団体とも連携して検討し 

たい。』という見解を示した。 

       イ）トイレから感染が広がることを防ぐため、日頃からトイレを清潔に保つ 

ということも大切である。 

       ウ）今回は国の学校給食衛生管理基準で保存義務の対象外である乾物が原因 

であった。保存義務の無い食材料も、原因特定を迅速にするため、保存 

していくべきと考える。 

       エ）検査機関に問い合わせたが、『海苔』に付着したノロウイルスを検知する 

には、高度な技術的が必要なようだ。 

       オ）『調理場の調理従事者等が喫食を行うことは継続するのか？』という質問 

に対しては、事務局より『文科省が学校給食衛生管理基準を改正する 

際に、「調理従事者がその日に調理した給食を喫食することで、給食 

内容の向上につながる」旨を示していることから、東京都とも相談 

して決定したい』旨の見解を示した。 

 

  ＜次回 平成 29 年３月８日（水）19：00～＞  ※当初の３月 10 日から予定変更 

 


